
 

 

 
 

 

 

補助率 補助上限

2/3 50万円

賃金
引上枠

2/3
（注）

卒業枠

後継者
支援枠

創業枠

インボイス

特例 １００万円

200万円
（インボイス
特例、５０万
円上乗せ）　

２/３

通常枠

特
別
枠

類型

（注）赤字事業者については補助率３/４
※特別枠については、追加申請要件があ
ります。
※通常枠、特別枠のいずれか１つの枠のみ
申請可能です。

第
11
回
高
槻
民
商
事
件
裁
判 

全
商
連
か
ら
離
脱
し
た
高
槻
民
商
中
小
業
者
相
談
セ
ン
タ
ー
（
以

下
・
相
談
セ
ン
タ
ー
）
か
ら
除
名
処
分
を
受
け
た
18
名
が
不
当
と

し
て
処
分
取
消
を
求
め
て
い
る
裁
判
の
第
11
回
目
の
公
判
が
9
月

22
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
も
被
告
（
相
談
セ
ン
タ
ー
）
側
は

代
理
人
の
弁
護
士
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
裁
判
官
か
ら
原
告
5
名

と
被
告
3
名
の
証
人
申
請
が
あ
っ
た
と
報
告
が
あ
り
、
証
人
調
べ

の
人
数
と
時
間
配
分
、
順
番
が
調
整
、
全
日
1
日
と
午
後
半
日
が

必
要
と
判
断
さ
れ
、
双
方
の
話
し
合
い
に
よ
り
12
月
6
日
の
全
日

と
26
日
の
午
後
に
証
人
調
べ
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

6
日
に
は
被
告
の
相
談
セ
ン
タ
ー
の
事
務
局
長
、
会
長
お
よ
び
他

1
名
、
原
告
の
全
商
連
高
槻
民
主
商
工
会
・
増
田
さ
ん
、
26
日
は

原
告
の
高
岸
会
長
を
含
む
4
名
の
証
人
調
べ
が
行
わ
れ
ま
す
。 

公
判
後
に
行
わ
れ
た
報
告
集
会
で
は
裁
判
所
か
ら
和
解
勧
告
が
出

さ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
が
、
被
告
側
か
ら
出
さ
れ
た
資
料
の
中

に
原
告
増
田
氏
を
中
傷
す
る
約
120
名
の
署
名
及
び
ニ
ュ
ー
ス
が
出

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
対
応
を
ど
う
す
る
か
が
問
わ
れ
る
と
の
こ
と
で

し
た
。
原
告
で
あ
る
増
田
さ
ん
、
高
岸
さ
ん
は
相
談
セ
ン
タ
ー
の
会

員
と
し
て
の
地
位
回
復
を
実
現
し
、
相
談
セ
ン
タ
ー
を
全
商
連
に
復

帰
さ
せ
運
動
の
正
常
化
を
実
現
し
た
い
と
強
く
訴
え
ま
し
た
。 

 

高
岸
さ
ん
と
増
田
さ
ん
は
高
槻
・
島
本
で
の
民
商
運
動
の
正
常
化

を
目
指
し
て
天
川
新
町
に
事
務
所
を
構
え
て
全
商
連
・
高
槻
民
主
商

工
会
を
結
成
し
、
相
談
セ
ン
タ
ー
か
ら
移
っ
て
き
た
仲
間
だ
け
で
な

く
、
新
し
い
仲
間
も
迎
え
な
が
ら
活
動
し
て
い
ま
す
。
高
槻
市
・
島

本
町
で
困
っ
て
い
る
業
者
さ
ん
が
い
れ
ば
ぜ
ひ
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。 

 

伝
言
板 

大
商
連
主
催
自
主
計
算
活
動
交
流
会
（
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
） 

10
月
11
日
（
水
）
19
時
00
分 

吹
田
民
商 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
よ
る
記
帳
対
策
な
ど
を
交
流
学
習
し
ま
す
。 

 

大
商
連
共
済
会
・
い
の
ち
と
健
康
を
守
る
学
習
・
交
流
会 

10
月
13
日
（
金
） 

健
診
活
動
に
つ
い
て
15
時
00
分 

ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
19
時
00
分 

 

パ
ソ
コ
ン
記
帳
講
習
会 

10
月
19
日
（
木
）
19
時
00
分 

吹
田
民
商 

市
販
の
会
計
ソ
フ
ト
の
使
い
方
を
学
ぶ
講
習
会
で
す
。
参
加
希
望
の

方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

国
保
相
談
会 

10
月
20
日
（
金
）
14
時
00
分 

吹
田
市
役
所 

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
事
前
に
民
商
ま
で
ご
連
絡
を
。 

 

吹
田
民
商
60
周
年
記
念
式
典 

11
月
18
日
（
土
）
18
時
30
分 

さ
ん
く
す
ホ
ー
ル 

第
一
部
・
記
念
式
典 

第
二
部
・
懇
親
会 

参
加
費
：
無
料
（
た
だ
し
1
会
員
あ
た
り
1
名
ま
で
） 

参
加
申
込
は
最
寄
り
の
役
員
・
事
務
局
ま
で 

特
殊
詐
欺
被
害
に
御
注
意
く
だ
さ
い 

吹
田
警
察
署
管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害
件
数
は
府
内
ワ
ー
ス
ト
１
位

で
す
。
ほ
ぼ
す
べ
て
の
特
殊
詐
欺
が
、
電
話
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。 

    
「
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
保
険
料
や
医
療
費
な
ど
を
返
金
し

ま
す
」
は
す
べ
て
詐
欺
！ 

    
ア
マ
ゾ
ン
ギ
フ
ト
券
な
ど
の
「
電
子
マ
ネ
ー
の

番
号
教
え
て
！
」
は
す
べ
て
詐
欺
！ 

    
銀
行
口
座
の
不
正
利
用
な
ど
を
理
由
と
し
た

「
暗
証
番
号
教
え
て
！
」
は
す
べ
て
詐
欺
！ 

特
殊
詐
欺
犯
に
吹
田
市
内
は
特
殊
詐
欺
を
や
り
に
く
い
、
と
い
う

印
象
を
持
た
せ
る
た
め
に
も
、
金
銭
が
絡
む
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た

り
、
慌
て
た
り
不
安
に
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
電
話
で
あ
れ
ば
、
ま

ず
は
相
手
を
確
認
し
一
人
で
判
断
せ
ず
誰
か
に
相
談
を
し
ま
し
ょ
う
。 

 

何
人
か
の
会
員
か
ら
右
記
の
様
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
こ
と
が

あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
だ
け
で
な
く
ご
家
族
や
従
業
員
、

周
り
の
方
に
も
注
意
喚
起
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

第
14
回
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金 

9
月
12
日
よ
り
第

14
回
小
規
模
事
業
者

持
続
化
補
助
金
の
受

付
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

締

切:

12

月

12

日

(

火)

ま
で(

郵
送
の
場

合
当
日
消
印
有
効) 

 

・
制
度
主
旨
：
持
続

的
な
経
営
に
向
け
た

経
営
計
画
に
基
づ
く
、

小
規
模
事
業
者
等
の
地
道
な
販
路
開
拓
等
の
取
り
組
み
や
、
業
務
効

率
化
の
取
り
組
み
を
支
援
す
る
た
め
、
そ
れ
に
要
す
る
経
費
の
一
部

を
補
助
。 

※ 

小
規
模
事
業
者:

従
業
員
20
人
以
下(

宿
泊､

娯
楽
業
を
除
く
商

業･

サ
ー
ビ
ス
業
は
5
人
以
下)

｡

医
師､

農
業
者
は
対
象
外｡ 

※ 

第
10
回
公
募
以
降
の
補
助
事
業
者
は
申
請
で
き
ま
せ
ん｡

第
9

回
公
募
以
前
の
補
助
事
業
者
は､

事
業
実
施
期
間
終
了
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
か
ら
1
年
間
を
経
過
し
て
い
る
場
合
は､

申
請
が

可
能
で
す｡ 

手
続
き
：「
経
営
計
画
書
」
「
補
助
事
業
計
画
書
」
の
写
し
等
を
地
域

の
商
工
会
・
商
工
会
議
所
に
提
出
し
た
上
、
「
事
業
支
援
計
画
書
」

等
の
作
成
・
交
付
を
依
頼
。
商
工
会
等
に
申
請
書
類
一
式
を
郵
送
。 

＊
採
択
時
期
は
未
定
。 

補
助
対
象
経
費
：
①
機
械
装
置
等
費
、
②
広
報
費
、
③
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
関
連
費
、
④
展
示
会
等
出
展
費
、
⑤
旅
費
、
⑥
開
発
費
、
⑦
資
料

購
入
費
、
⑧
雑
役
務
費
、
⑨
借
料
、
⑩
設
備
処
分
費
、
⑪
委
託
費
・

外
注
費
。 

持
続
化
補
助
金
の
公
募
要
領
： 

商
工
会
議
所
地
区
分 

https://s23.jizokukahojokin.info/
 

商
工
会
地
区
分http

s
://w

w
w.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ 


